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参考統計表
へ

第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況 (平成22年~令和元年)一高裁･地裁･簡裁－－1

〔参考グラフ〕通常訴訟事件,略式請求事件の推移

（平成22年～令和元年）一高裁・地裁・簡裁－－1

〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移 （昭和24年～令和元年).一地裁－－－2

第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳 ． （平成22年～令和元年)一高裁・地裁一.3

第3表事案複雑等を事由とじて審理期間が2年を超える長期係属事件の

合議（法定･裁定） ・単独別,罪名別審理長期化の事由 （令和元年末現在）と地裁-－三－3

〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移

． （平成12年～令和元年各年末現在）一高裁・地裁・簡裁－－4

第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況 ： (平成22年～令和元年）一地裁・簡裁一一一5

第5表通常第デ審において弁護人が選任された人員 (平成22年へj令和元年）－地裁･簡裁---＝6
1． ｡、

第6表通常第一審における終局事件の自白．否認別平均審理期間，平均開廷回数，

ゞ、 平均開廷間隔及び平均取調べ証人数 … ・ （平成22年～令和元年）一地裁‘簡裁－－－7

第7-1表通常第一審における終局人員の審理期間，平均開廷回数及び平均開廷間隔

（平成22年～令和元年）一地裁－－8

第7寺2表通常第一審における終局人員の審理期間,平均開廷回数及び平均開廷間隔

（平成22年～令和元年)一簡裁－－－－9

第8表通常第一審における通訳翻訳入が付いた外国人事件の有罪人員

（平成22年～令和元年),一地裁・簡裁－－－10

〔参考グラフ〕通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移

（平成22年～令和元年）－地裁一一-－10

第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員

（平成27年～令和元年):一地裁･簡裁－－11

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 （平成22年～令和元年）一地裁・簡裁－12
第11表刑訴法332条による移送人員 （平成22年置令和元年）－簡裁一÷－－12
第12表即決裁判手続により審判が行われた人員 （平成22年~令和元年）一地裁桶裁－－13
第13表控訴申立人員及び控訴率 （平成22年～令和元年）一地裁・簡裁－－－－14

第14表犯罪被害者保護関連法に基づく諸制度の実施状況

（平成22年～令和元年）－高・地・簡裁総数－－－15

第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

（令和元年）一地･簡裁総数－－－16

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）

（平成22年~令和元年)－地･簡裁総数－－－16

第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況 （平成22年～令和元年）－地裁－－－17

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数 (平成22隼-'令和元年)-地裁一一一17

第18表逮捕状の請求と発付等

(昭和55, 60年，平成2, 7, 12， 17， 22， 27～令和元年）－簡裁・地裁－－－18

第'9表差押3記録命令付差押･捜索(許可）状・検証許可状の請求と発付等
（昭和55, 60年,.平成2， 7， 12， 17， :22, 27～令和元年）一簡裁・地裁一一=－－19

第20表勾留請求と勾留状の発付等 ・

（昭和55, 60年,平成2, 7,12’ 17,'22, 27~令和元年)÷簡裁･地裁－－20

第2'表通常第寺審における勾留,保釈請求,保釈人員及びその割合
（昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 27～令和元年）一簡裁･地裁-一宇－21

第22表準抗告事件の処理状況 （平成22年～令和元年）一地裁－－－22

第23表医療観察処遇事件における終局区分 （平成22年～令和元年).－地裁－－－23

最高裁判所事務総局刑事局

(令和2年3月27日作成）
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第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況

(平成22年～令和元年）一高裁・地裁・簡裁

(注） 1延べ人員（同一被告人につき別件が係属した都度累積計上）であるも

、 2令和元年は速報値である。

〔参考グラブ〕

通常訴訟事件,略式請求事件の推移
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〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～令和元年）一地裁

JUU《

| I l
i lll,

ﾝ! I

■
■
旬
●
凸
二
■
日
日
ｇ
ｐ
ｈ
Ｆ
上
■
■
■
■
■
９

■
■
■
■
日
■
■
■
■
口
且
勺
Ｂ
Ｖ
ｌ
Ｄ
ｄ
■
：
■
■
ｇ
■
ｌ
■
■
＆
■
Ｇ
Ⅱ
Ｐ
５
■
且
■
９
日
１
Ｇ
■
。
＆
Ｕ
８
Ｇ
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｔ
９
■
■
■
■
０
日
■
■
■
■
６
０
Ｄ
Ｉ
Ｂ
■
９
口
■
刃
冒
〃
■
〃
Ｄ
Ｑ
０
ａ

１
１
１
■
ｌ
ｌ
ｌ
■
１
１
１
１
１
１
口
１
１
４
１
６
０
も
４
．
夕
・
’
０
１
、
‐
ｉ
０
Ｉ
■
■
１
１
１
１
Ⅱ
１
１
■
－
１
１
１
．

１
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｊ
ｌ
１
１
１
，
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
‐
Ｉ
河
川
Ｍ
Ｍ
Ｎ

０
口
日
■
■
副
０
国
■
■
ご
ｒ
毎
口
●
■
ｑ
ｇ
Ｇ
Ｏ
ロ
リ
●
や
ｔ
２
８
Ｌ
鼎
日
■
■
Ｕ
ｅ
Ｇ
冠
■
■
ｄ
■
■
Ｒ
Ｄ
Ｆ
●
阜
弄
■
■ I

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
『
１
１
１
割
ｉ

川
|”,32

■

■

■

■

■

■

Ⅱ

■

■

■

■

■

■

■

１

日

Ｆ

Ｑ

１

Ｕ

Ｕ

Ｂ

Ｉ

Ｈ

９

Ⅱ

Ⅱ

ｉ

Ｕ

０

ｉ

Ⅱ

０

０

１

日

日

日

■

■

■

。

．

。

も

卜

心

‐

０

４

’

０

．

Ｉ

Ｂ

Ｕ

‐

ｏ

９

ｏ

Ｆ

４

Ｉ

０

ｌ

Ｐ

■

■

０

日

ｑ

ｈ

Ⅱ

９

ａ
Ｕ
■
■
ｇ
ｑ
Ｏ
ｑ
ｐ
ｊ
ｂ
ｑ
■
Ｖ
■
■
Ⅱ
勺
Ｌ
ｑ
ｊ
Ｅ
Ｖ
ｌ
ｒ
４
ｇ
Ｑ
召
弓
８
０
９
む
り
〃
■
口
匡
■
■
■
９
９
▲
■
巳
亙
Ｆ
Ｏ
■
’
６
８

１
１
１

！
！
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ

｜ １
１
１

ロ
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
■
■
■
９
■
■
口
。
■
■
０
■
■
ｇ
■
０
■
■
■
■
■
■
ｇ
■
Ｉ
ｇ
ｑ
Ｏ
Ｕ
■
Ｉ
■
；
〃
１
〃
■
。
■
■
８
、
■
２
－
■
》
●
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
■
■
毎
口
Ｉ
Ｄ
■
■
０
●
■
Ｈ
Ｈ
８
１
０
１
１
ｂ
。
、
Ｏ
Ｂ
Ｕ
サ
ィ
レ
々
ｂ
Ｆ
５
６
Ｇ
■
ｌ
■
ｌ
■
■
■
・
も
■
■
Ｓ
■
■
■
１
１

！
Ｉ

ａ
■
■
Ⅱ
丑
。
■
９
Ⅱ
Ｉ
。
■
■
■
１
日
ｌ
ｇ
９
０
６
Ｕ
甘
巳
■
Ⅱ
■
■
■
日
日
日
日
日
日
ｑ
■
■
■
■
■
Ｖ
凸
■
■
■
■
■
Ｂ
８
ｒ
０
０
Ｂ
Ｕ
１
Ｄ
Ｑ
Ｂ
■
７
６
■
９
９
■
Ⅱ
■
■
０
〃
ｏ
ｌ
Ｕ
け
り
４
■
ｐ
早
舎
ｑ
Ｌ

ｂ
‐
唾
Ｉ
ｂ
１
８
ｌ
ｖ
１

▲
■
ｑ
０
且
■
ｆ
９
１
■
■
■
■
■
■
■
■
日
。
’
●
‐
‐
●
．
．
‐
．
’
．
‐

手
硴

ｌ
Ｕ
ｉ
１
Ｉ
Ⅱ
０
８
Ⅱ
Ｉ
Ｏ
Ｕ
■
’
’
０
１
０
０
４
１
１
１
１
１
６
４
１
８
，
，
．
１
Ｆ
０
９
９
０
０
■
■
６
９
１
９
■
■
函
８
咽
日
日
■
９
８
０
８
１
０
１
０
Ⅱ
Ⅱ
１
０
９
’
’
’
０
，
，
１
１
１
１
０
，
０
’
，
‐
０
，
‐
，
’
８
１
口
今
１
０
１
２
，
，
，
１
’
’
０
，
０
０
’
１
‐
，
１
０
…

|‐ ｌ
ｉ
Ｉ

I 1

L_I

Ｉ
Ｂ
Ｕ
■
７
０
７
０
■
■
■
ｒ
■
■
●
■
０
■
Ｕ
Ｈ
Ｖ
０
９
Ｄ
Ｕ
’
１
９
、
Ｅ
Ｉ
Ｕ
・
’
１
０
４
凸
９
０
Ⅱ
０
凸
Ⅱ
０
０
０
■
０
日
８
０

－

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
上
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｔ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
，
，
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
’
１
’
，
１
１
，
１
１

00,000
９
０
８
８
０
８
８
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
９
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
，
Ｉ
Ｉ
４
１
１
１
１
１
１
１
１
Ｉ
ｌ
ｌ
１
１
１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
８
１
１

■
９
名
ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｕ
ｑ
ｌ
２
１
６
Ｂ
４
６
■
■
０

Ｂ
Ｂ
ｉ
Ｆ
４
甲
；
６
日
■
■
Ｏ
Ｇ
冒
日
ｑ
ｆ
▲
０
１
６
０
１
９
＆
Ｇ
Ｉ
８
ｊ
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
、
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■

１
１

7
6

Ｉ
Ｉ
ｊ
６
Ｉ
１
１
ｌ
ｉ
Ｉ
ｆ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
９
ｌ
１
１
，
１
１
８
６
１
ト
ー
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

１
１
１

’ |’I
1

ー|_且
80,000

ｌ
可
●
Ｕ
Ｊ
ｐ
五
■
虹
Ｊ
■
笹
ｑ
ｄ
■
９
■
■
‐
０
８
●
り
Ｂ
Ｂ
Ｂ

■
ｂ
と
４
■
■
且

１
１
１
１

1 1 1

且
I

l
l

l
l

l
↑

I
4

1 ‘ ，

’

1’川

川
I８

●
０
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
１
ｑ
０
ｌ
８
Ｕ
０
ｐ
ｌ
ｌ
０
１
ｖ
ｇ
０
５

■
９
，
４
今
Ｊ
８
０
ｇ
ｇ
ｇ
Ｂｌ

と
ｌ
・
ｉ

Ⅱ
■
８
Ⅱ
ａ
口
■
■
■
■
ｄ
５
１
●

II
I

I
I

I
r・

l
l

l
i
I

！

Ｉ

E
l

l
I

lI 1－l
b ＝

’
’

’ ’1

1
↓

！ｌ
１
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
０
０
８
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
７
０
Ｉ
１
０
８
Ｖ
０
ｑ
９
０
８
０
Ｉ
９
０
０
Ｒ
０
Ｉ
Ｉ
０
凸
日
日
■
１
６
凸
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
０
ｇ
０
■
８
８
９
９
：
５
１
８
０
１
０
１
０
ｃ
９
９
１
１
ｉ
ａ
１
１
ｌ
‐
４
０
Ｊ

i T~v,

1”
｜

｜

||｣
1

1 1 1

Ⅲ

|
I

’

川
I lll ， ｜
| | ’

川
!|’

ｄ
ｐ
０
Ｈ
凸
５
９

４

凸

４

０

ず
」
ゲ
ウ
ト
リ
ー
ｒ

▲
７
凸
寺
Ｊ
■
万
里
〃
可
０
４
口
■
●
■
Ｕ
Ｂ
Ｔ
６
１
■
■
２
Ｄ
Ｂ
■
■
Ⅱ
日
日
１
６
７
０

｜
｜
ｰT

I

l

I
l

l

－l

68

二|‐

Ｌ卿

Ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

0 9
’

I

~

I Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

－ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ

60,000 ，
鼠
。
●
４
１
、
ｉ
●
，
。
。
宮
Ｉ
ｏ
Ｉ
ｏ
ｊ
ｌ
９
Ｉ
Ｉ
ｉ
０
ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｉ
Ｉ
８
１
１
１
１
１
０
１
●
●
１
１
０
１
！
’
・
ｏ
ｉ
ｏ
ｉ
１
Ｉ
Ｉ
剣
ｉ
Ｉ
Ｄ
ｏ
Ｄ
！
。

62,3

1 1
67‐

ー －

国
■
８
６
０
■
Ｂ
Ｄ
Ｂ
ｇ
Ｄ
Ｈ
Ｂ
６
ｄ
■
日
５
０
口
■
■
Ｈ
ｆ
日
日
。
●
抄
凸
●
グ
も
。
心
Ｄ
８
Ｂ
８
Ｊ
■
Ｒ
８
９
凸
Ｕ
１
Ｉ
ｌ
９
ｌ
８
ｇ
ｇ
８
０
０
Ｂ
ｑ
■
０
■
■
Ｆ
”
９
０
４
日
０
０
９
０
Ｉ
ｚ
Ｉ
■
１
８
９
８
Ｖ

１
１
１

１
１
１１

１
１40jOOO 一

１
１
１
１

１
１
１

｜
l I
1 、

_↓－ 1
1

i

l
I一

一

‐

，

，
‘
・
Ｏ
Ｄ
Ｙ
・
Ｉ
Ｉ
４
１
０
９
ｆ
０
１
Ｂ
６
．
§
６

０
１
Ｔ
●
０
１
１
，
，
②
７
ｏ
ｌ
６
Ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
！
‐
Ｄ
■
１
８
０
１
１
１
１
１
８
９
１
卜

Ｏ
Ｑ
１
ｉ
ｈ
ｌ
０
も
■
■
Ｆ
０
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
■
■
Ｕ
ａ
Ｉ
Ｕ
６
Ｕ
９
０
■
凸
■
■
■
ｊ
■
ｒ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｕ
０
０
０
０
０
Ｉ
Ｕ
０
０
Ｉ
１
，
，
１
０
１
０
Ｊ
ｕ
０
１
０
０
Ｉ
０
１
Ｉ
１
０
Ｕ
１
ｊ
Ｂ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｆ
０
０
１

１
口

１
１
１

１
１

ｐ
ｊ
Ｉ
８
Ｉ
Ｉ
１
２
０
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
も
１
１
１
；
ｂ
１
Ｉ

１
１
１

Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｇ
Ｏ
Ｕ
Ｉ
Ｉ
１
ｉ
ｌ
０
Ｕ
９
ｉ
８
１
Ⅱ
１
１
１
０
１
．
０
１
１
ｉ
８
Ｉ
７
Ｉ
Ｉ
‐
』
Ｆ
Ｉ
ｊ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ

一

ｊ
ｉ
Ｉ
１

１
１
１
１

■
８
■
５
０
．
』
、
■
９
℃
Ｏ
０
Ｄ
１
Ｉ
Ｕ
１
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
６
Ｂ
６
６
６
○
０
口
■
６
８
９
幻
日
Ｂ
ｌ
０
ｌ
ｌ
ト
ー
，
１
６
１
日
Ｌ
Ｐ
Ｕ
０
口
１
１

20,000

１
１
１

１
０
１
Ⅱ
４
１
０
０
１
０
０
■
０
５
６
？
６
４
ｌ
ｔ
９
Ｉ
Ｉ
９
や
●
Ｊ
り
４
Ｊ
？
』
６
７
Ｆ
９
．
１
７
と
ｈ
凸

I I！ I
！ ！

| l
I I

l i
｣I

■

■

■

■

■

０

０

口

■

■

■

巳

Ｅ

■

○

Ａ

■

■

●

■

０

口

■

■

▼

ｆ

●

ｑ

ｄ

■

■

▽

２

９

▽

ｄ

ｏ

■

■

〃

■

日

？

４

も

ロ

Ⅳ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

二
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
８
０
０
ｌ
２
０
ｕ
Ｏ
８
０
２
８
■
Ｈ
Ｉ
６
９
１
１
Ｐ
８
０
ｐ
５
９
。
５

’
１
１
１
１
１

■
０

■
Ｐ
ｆ
８
Ｂ
８
Ｉ
ａ
Ｕ
ｇ
■
Ｆ
０
６
ｑ
Ｇ
■
■
６
凸
■
■
■
■
０
Ｅ
■
■
■
Ｔ
Ｕ
Ｇ
ｒ
ｂ
■
■
■
■
Ｆ
Ｈ
Ｂ
■

’

１
１
－I

(人)0 I

24 26 28

年次昭和）
30 3234 36 3840 42 ．44 46 48 50 52 5456 58 60 62元3 5． 7 9

（平成）も

11 13． 15 17 19 21 23 25 27‐ 29元
（令引 ﾛ）

(注） 1延べ人員であり，再審事件を含まない。

、2令和元年は速報値である。



第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳 (平成22年～令和元年）一高裁・地裁
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一

〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成12年～令和元年各年末現在） ･一高裁･地裁J簡裁
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概数である。



第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成22年～令和元年）一地裁・簡裁
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2 「うち即決裁判手続同意確認のための請求」には,刑訴法350条の17第1項（平成28年法律第
54号による改正前の刑訴法350条の3第1項)による即決裁判手続同意確認のための請求のあった
被疑者数を計上した。

3被疑者段階の国選弁護人請求の新受人員及び既済人員の各｢総数｣には,勾留請求が却下されたため，
国選弁護人選任請求が却下されたものも含む。
4令和元年は速報値である。
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第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
戎22年バー令禾ﾛ元年）－封h翌

(注） 1 実人員である。 、

2 「通訳翻訳人が付いた被告人jには,証人についてのみ通訳人(李話を含む｡ ）が付いた場合等
も含むd~

3令和元年は速報値である。

〔参考グラフ〕： 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移
（平成22年一令和元年）一地裁
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令和元年は速報値である。
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‘第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員
．(平成27年～令和元年）一地裁・簡裁
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また，終局人員は有罪のほかに無罪,移送等により終局した人員を含む。 したがって,本表における
「総数｣は,第8表の｢う蝿訳翻訳人が付いた外国人」とは一致しない。
3令和元年は速報値である。
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第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 第11表刑訴法332条による移送人員
‐ ●

（平成22年～令和元年）一簡裁(平成22年～令和元年）一地裁．簡裁
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2 「自白人員」とは，法定合議事件を除く終局人員中公訴事実全部について自白し，か急つ，法
律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合の人員であ
りj 「簡易公判手続決定(決定取消）人員」とは，当該年度に決定（決定取消）された人員で
ある。
3令和元年は速報値である。

(注） 1．実人員である。
2 {B)は，簡裁の法332条によ
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3概数であり，令和元年は速報値で
ある｡．

、

、､､．

、
や

,

年次

裁判所
- -つ､申-口 ．－－－へ

区分

今

も

、

ヘ

P

，

、

C- -0▲－

地 裁
cも－口" 王 ■ ■－－－－一一■一－

自白人員| 簡易公判手続
一』

Ｑ
’
１
４
？

や

一○ ‐q一一← 一一一 一

決定

人員

(A) i (B) ％|

↑
ｃ
昼
７
７
４

◆
ｑ
１
６
、
司
占
■
■
■
ｄ
ｒ
９
ｐ
ｂ
６
■
ｇ
ｑ
ｌ

(c) I

－ －－、 手一一

｡一や一一℃夕■ L争一 一－一古■竜一

C
－

B.

％

簡 裁
』
一
Ｆ
｜
Ｅ
％

一
続

一
手

一
勺
◆

決
消
定
人
価

取
員
ｊ

》
凹
一
川
‐
州

一
簡
一
鼠
‐
員
！
ｉｊ

一
一
決
人
くＥ

劇
ｒ
Ｉ
１
Ｉｊ

－
自
一
白

平成22年
今七 ず ③一一÷－

23

一▼少 ＝ e今○一■ ､＝▼も0－ー守一色 色●－

24

－ ●一一一 寺 r ■

25

巳一一一｡ 凸 ▲ 子 守 ●一 ユ 一色

26

町 一一■■今一一 一q■■■■

27

-- グ ､ ､叶今 ℃ ﾏﾏ→＝一一一乱U一

､28

句Q -も一旬 七屯､■ r ◇■ △q G凸= 4 -

29

ニーー ーヰ÷－▲●一○一一－一F一

30

令和元年

55,108
－ －－b一寺 T

50,473
－一・一一一･いい＝令

’

I
１
１
！

'．
‐
申

１

４
日

争

血
●

ｑ
も
ｂ

ﾛ

49,168 1
一一毎年一り－

I

＝ ◆ 一●

一

芹

44,663
ー 一= －－－

45,095
一－ 一一守己一

46,869

0 1

’"4e

4－型－
．17

195 ； 0．41

Ｊｒ・凸２９，

Ｉ
ト
ー
ｌ
‐
０
１
●
‐
，
‐
卜

‐

■

Ｕ

０

ｇ

ｊ

‐

守

ｂ
０
０
ｒ
４
も
Ｔ
ｂ
？
り
ゎ
、
巴

一一 、

11

一一▼一

3

39

一一一一 一一一●寺 つ丁

166

９
‐
」
〃
ｒ
●
“
４
８

時
り
く
１
■
■
日
■
日
。
Ⅱ
９
６
■
■
日
日
。

・Ｔ９

5

ご■←T△－－

巴圭 PG 醇守一 ◆一一・－－

0.3

0.1

0.4

ｑ
ｄ
ｑ
凸
■

’

4

11

Ｉ
ｌ
ｔ
１
Ｉ
０
ｖ

’
１
０
０
０
１
０
Ｉ
Ｏ
Ｕ
り
ｉ

１
１
９
１
Ⅱ
Ｔ
Ｊ
１
１
０
ｄ
■
．
。
。
。
■
４
４
０
６
二
■
１
７
‐
０
１
．

▽

も

，
１
１
１
１
‐
‐
４

０
●
。

－

16

15

『
」

△
■
面
勺

2.1
9

Ｑ
’
四

勺

1.5

4毛▲凸●■一●▼－－－－

2.3

､一,一, 二当”－℃一一■叩■ ﾏ ー守

5.6

14

38

2

5

1.2

,6771 218I 0．5; i21 -5.5

詞－1応｢"』一寸〃
÷“ ■一i－l－.－－－－－L－－-

,672 421 0.1 1 9i 21.4
，－－－－－トー-一一一・－－－．－．－－－－－－－－－－－→一一一一一‐・

肌｜ ‘ ，01 ‘ | Ⅲ‘｡

45

－

蛇
．
似

－－－－－－－…↓-．
L

■
■
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
６
０
０
’
○
．
．
ｉ
Ｏ
・
『
，
１
１
■
Ｂ
Ｉ
ｔ
凸
日
日
口
ｂ
０
巳
垂
■
亘

も

‐
ｆ
ｑ
ｑ
ａ
ｑ
都
里
■
口
ｐ
０
Ｐ
■
Ｐ
乙
可
６
４
１
８
■
Ｊ
Ｄ
ａ
２
■
■
６
０
○
０
０
。
，
ｔ
ｐ
ｑ
卜
６
厘
ｌ
ｂ
■
Ｉ
■
■
■
且
■
且
■
■
口
■
■
Ⅱ
■
８
日
日
日
９
日
■

２
－
４
－
０
－
８

４
－
》
ワ
］
一
ワ
召
一
ｎ
Ｕ

ｌ
ｊ
Ｉ
ｌ
ｉ
１
Ｉ
十
Ｉ

魂
庄
舸
一
開
吾
印

３
．
ゞ
２
－
１
》

辿
巡
型
柵
？

I

巳 ■ 一■一

’
6,653

－

5,403

ｑ
０
９
世
８
二
Ｂ
国
■
■
ａ
０
ｑ
．
■
も
口
ｆ
Ｂ
Ｌ
句
２
＄

33
再串全一‐ず＝一一－

20

７
合
ｌ
‐
ｌ
Ｕ
ｐ
ｆ
８
心
４
℃
‐
判
矧
々

一…一-一I－･－
19

4

－－－4－－一一一一ﾛ 句』 ﾏﾛ ■－ ．国, 国一 ・.、､－
&

5,031 ；

_型！‐
4,107

2

5

矧
劇
。
▼
？
ｐ
４
世
ｇ
ｑ
ｆ
野

0.5

0．31

》
寺

一一

少
Ｕ
６
マ
Ｄ
ｒ
ｕ
ｇ
。
△
．
．
。
Ｉ
一
い
，
‘
■
性
■
ｆ
巳
Ｂ
Ｆ
ｂ
■
０

’
●
■
０
６
．
屯

、
毎
角
や

0．

0･1

｡

－つ一＝ ‘---．一一・一一一一一マーーー ． －－－－ 一一
*

や

▲

６

ｑ

ｄ

i l
I ー』 ‘■■、

Ｉ
ｉ

０
卜
凸
Ｐ
■
４
，
４
、
』
、

Ｌ
Ｐ
。
↑
卜

’

｡－

●

一一③一

3

1

2

１
１

１
１

《
，
１
劃
●
！
●
．
－
Ｉ
！

‐‐

一

丁
Ｌ
１
１

．．

．
‐
ｑ
ｏ
ｒ
Ｐ
●
．
●
●
０
０
，
０
０
０
ト
ー
’
’
’
’
’
’
’
０
，
，
，

。

』
且

‐
１
，

４

一

一
■
一
一

『
●
一

叫
引
刺
‐
「
恥
一
ｉ
訓

1

0.5

1.3

。－

■
一
一
一

－

20

ー

、
Ｌ

や
。

、

、

町

年次

、

、
、

、

◆

、
■

区分

､

R

L

，

q

｡

、

(簡裁）

終局人員

I

’
(地裁）

法332条

による

受理人員
､

(A) I (B)

’
ｑ
ｊ
０
ｊ
６
、
ｔ
４
’
Ｔ
６
Ｉ
ｆ

６
６
口
Ｐ
４
９
０
Ｑ
９
０
■
０
４
８

l

d

Ｂ
ｌ
Ａ

●

％

船
壬
朋
一
朋
一
朋
一
船

０
－
１
’
１
－
１
－
α

‐
州
ｌ
『
！
Ⅷ
！
『
咽
‐
－
１
《
叫

９ １

哩
蠅

１
１
１
指
ｉ
‐
！
‐
‐
！
●
’
一
１
１
・
Ｉ
：
‐

洲
一
脚
一
細

臥
一
９
－
８
８
’
７

－
１
州
：
ｉ
－
１
ｉ
ｉ

Ｉ
Ｔ
Ｉ
ト

上
妬
》
“

年
一
２
－
３
－

成
一
２
－
２
－

。
●
平
一

一
●
一

151’76059627

1118

一一一 T-T■一一

651

ー→ユーー

821

－一一 一

311

｜
，
ｏ
ｆ
‐
０
１
９
０
１
０
｛
‘
‐
‐
‐
‐
‐
鼠
，
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
４
Ｐ
０
，
６
０
８
８
０
１
１
’
１
Ⅱ
１
４
１
‐
、
１
●
守
０
ｊ
‐
、
１
，
も
‐
、
，
‐

寺
一

一
筋
一
別
ゞ
躯
一
開

斗
柵
〆
一
ｉ
測
一
Ⅷ
’
一
麺

I
９
０
ャ
０
■
■
９
１
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
９
ｄ
ｒ
０
０
６
Ｄ
９
０
卜
心
■
ｑ
Ｋ
８
《
０
ｈ
日
Ｐ
ｑ
ｒ
ｐ

28

← ､もこ

29

！

30

I

ｑ
Ｔ
◇
◇
血

日
日
Ｈ
Ｈ
９
Ｉ
６
０
Ｂ
Ｏ
Ｉ
９
Ｉ
Ｏ
Ｉ
■
７
１

令和元年



第12表即決裁判手続により審判が行われた人員
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第13表控訴申立人員及び控訴率

(平成22年～令和元年）一地裁･簡裁
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第14表犯罪被需者保迩関連法に基づく諸制度の実施状況 (平成22年～令和元年） .－商・地・簡裁総数
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扇
I

《注)1延べ徴であ塊概数である唖

．2犯罪被害者等の梅利利益の保礎を図るための澗事手続に付随する措置に関する法律及び縫合法律支授法の一部を改正する法簿(平成25年法律第33割に上り,･民事上の争いについての
刑事所詮手続における和解の規定は,『犯罪被害者保護法第13条1項又は2項』から『犯罪被容者保迩法第19条1項又は2項｣に改められた(平成25年12月1日施行)。
3「狂人等濁匿｣｡｢裁定鯖求｣及び『弁鰻人等閲覧腰写j(平成28年12月1日施行)の数値については,当該事件の終局日を基準に計脂している。
4「付添い｣, ｢遮くい｣, 『ビデｵﾘﾝｸ(構内)』,『被害者秘匿J, 『意見陳述』,｢被害者等閲覧勝写｣及び｢和解jの致値については,平成28年室では決定等がなされた日を基準に計上していた
が,平成29年以降は当砿事件の終局日を基準に計上している(なお,平成28年以前に決定等がなされ平成朗年に事件が終局したものについては,決定等がなされた日を基準に計上している｡.)。
この計上基準日の変更により,平成29年の数値は一時的に減少サることどなるので留意されたい． ●
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第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

、

I

(注） 1 1終局人員数」は．終局した被告人の人員数であり，実人員である。

2罪名は,有罪の場合は処断罪名．無罪その他の場合は終局時において当該事件について掲げられている翫因の罪名の
うち,法定刑が最も重いものであるため,被智者参加制度の対象罪名どば異なる場合がある。 、
3被害者等の数は，延べ人員であるざ

4 ．『 （準)強制性交等」腱は，平成29年法律第72号による改正前の（窮）強姦及び集団（準）強姦を含む。
5 ~『 (準)強制性交等致死傷｣には.平成29年法律第72号による改定前の(準j強姦致死傷及び集団(準）
強姦致死傷駐含む。

6 「危険運転致傷｣及び『危険運転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2の罪をそれぞれ含む。

7 「過失運騒致傷j及び『過失運転致死｣は,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失
傷害及び自動車運転過失致死).をそれぞれ含む。

8畷盗･強制性交等｣には;平成29年法律第72号による改正前の強盛強喪を含む6
9速報値である。

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況(年別）
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第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況

（平成22年～令和元年）一地裁

(注） 1 件数建てである。
■

2令和元年は速報値である。

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数

凹元雫ノー瓦1五

2 「決定・その他」は,民斫法141条の準用により，決定で申立てが却下された場合などである。

3 「その他｣は,犯罪被害者保護法25条(平成25年法律第33号による改正前の同条i9条を含む｡ ･)により終局したもの,当事者の死亡等にも
かかわらず，その地位を承継するものがいないために事件が終局したものなどである｡

4 「却下･27条1項1号』は平成25年法律第33号による改正前の犯罪被害者保霞法21条1項1号， 「却下･27条1項2号jば同改正前の同法21条1項
2号,… ｢却下･27"項3号jは同改正前の同法21条1項3号， 「却下･27条1塩4号｣は同改正前の同法21条1項4号， 「終了・38条]項jは同改正
前の同法32条1項， 「終了・38条2項1号」 lま同改正前の同法32条2項1号， 「終了・38条2項2号」は同改正前の同法32条2項3号により終局した
ものを含む。

5令和元年は速報値である。
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第18表逮捕状の請求と発付等

、(昭和55, 60年，平成2， 7， 12； 17， 22， 27～令和元年）ー簡裁・地裁

2令和元年は速報値である。

－18－

区分

●

、

や
。

』

、

、

●
、

吐

貞

、

、

、、
、

、
●

、年次
、．

●

Ｑ

ｕ
ｒ
、
。
・
’
４
０
１
２
旬
８
凸
■
且
■
■
■
，
。
●
ｊ
２
Ｕ
０
■
■
■
■
■
■
９
日
■
■
■
■
■
■
ｐ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｇ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｐ
Ｄ
Ⅱ
Ｐ
５
且

辻
争
、

『
↑
侭
へ
、

、
§
裁
判
所

－苧一■‐一F夕､亙 Fr oPC●ﾏ

請求

(A)

凸守
卜
ｊ
ｇ
ｏ
ｏ
ｐ
ｖ
ａ
■

々

通： 常
､ ～▲少』･すP Jザョ 凸●

発

一一一凸′ Pジﾛﾀ争少少 .'寺沿◇ーL4-や－F

取下げ

(C)

－ー可一一一一一一一・~. '“~ーー

Ｂ
一
Ａ

％
I

B+C
－

･A
■
。 ％

－－~ー.…一一~.一一ー一・一『一
○

請求

● ■

(D)

’
凸
■
ｐ
■
ｆ
や
？
１
９
２
砂
▲
６
９
■

６
？
７
ｄ
９
６
Ｌ
Ｂ
１
”
２
１
■
ｇ
。
６
ヶ
、
３
廿
廿

緊・ 急

勇司扉
・
ひ
。
丘
と
。
午
Ｕ
＄
夕
６
〃
〃
マ
ヴ
９
：
。
〆
ｂ
４

(E)

Ｅ
－
Ｄ

％

昭和55年

60
１
１

年2平成

7’
12

17
一｡"～角一

22

Ｉ
ｄ
１
６
０
Ｆ
６
８
Ｅ
０
６
吟
６
Ｄ
Ｉ
ｌ
８
Ｉ
６
０
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｔ

総
数

27

28

29
Pザ｡心一口一.←－一朝一一凶

30

ゆ－－－

年元ロ令禾

。
４
１
，
４
０
．
■
可
５
吋
・
彦
’
’
’
０
’
’
０
，
，
，
凸
８

127,743

132,353

96,759

93,704

115,484

129,140

101,007

94jl75

90,213

86,343

84il1O

80,240

127,401 94 248

131,928
軒e含訂｡ 0ヴ●一画一一

96,472

I
1

ｒ
：
Ｉ
ｂ
ｐ
Ｄ
昇
多
か

.76

50

Ｐ

抄

Ｏ

Ｐ

ｆ

ｐ

℃

４

〃
ｆ
〃

グ

→･－．■

349

237

231
－

135

↑
ク
ゼ
ｑ
ｆ
ｐ
９
Ｌ
Ｆ
８
４
Ｅ
■
の
為
。
ｒ
Ｊ
Ｆ
ｒ
ｂ
ｇ
匝
・
・
Ｂ
ｒ
ｏ
Ｐ
ｊ

鍋
一
調

午一一

93,3561

""1-
四勺①‐

128,296 ･ 33

シ 毎
釘
い
ち
弓
９
１
．
．
Ｐ
▲
９
，
も
？
４
百

811

99,915 37 1,055

92,766 36
ｂ

毛

仔

夕

寺

ｄ

ひ

ｆ

ｈ

Ｂ

１

甲

０

４

1,373

88,806 ･19 1；388

85,100

82,884

M
4

寺 ● ●』少争 -4 鉛=一■』一●◇－一

32

1,212

1,194

78,957
G c C C

56 ；
Ａ
ｂ
抄
邑
卜

1,227

0･O7 0.27

0.06 0．32

0.05
合

0.30

４
－
３

０
－
０

０
－
０

■
〃
■
■
④
ｐ
６
１
↓

；

；
｡一一

』

〃
守
り
ｒ
財
ご
‐
凸

0．37
■ 苧す→ー■一一

0．48

0.03 0.65

0.04. 1.08

0.041 1.50
一・一一早寺･一中一一一A･ ウーワ や＝令争や唾

.0.02!
i

､~● ←

"1．56

B G ヂザ③ゲ L｣G ワ ェヴ GF

0.04
----

0.04

申
企
Ｆ
ｊ
ｂ
ａ
ｇ
ワ
０

Ｄ

ｂ
Ｆ
ｑ
砂
通
年
上

1.44

1.46
● ●

0.07
毎 ●

1.60

19,199

19,437

。
９
Ｊ
、
。
●
９
，
ａ

1
.‐し

【
色
ｆ
ｌ
↓
夕
９
０
勺
４
凸

.19,174
了
ｆ
巴
弓
込
■
多
■
９
Ｊ

ｉ
ｈ

25
季一一一一一■■p一一一・ ･ "▽←苧← ■■･－

19,4171 20
14,813 14,804 9

16,731

占

４

４

４

甲

、

。

。

？

△

■

■

。

一一一一一~一一一一雫．.←．
；

20,1561
1

16j719
qAグー－－

20,134

▲

ひ

ら

ｑ

ｑ

ｂ

ｑ

§

■

巳

▼

り

り

９

12

22

15,797

Ｐ

Ｕ

ｒ

ｂ

Ｔ

■

Ｐ

①

？

０
“
１
？

15,774 23

10,008
i
Ｌ
弔
呂
，
Ｐ
甘
口
や

9,980 28

別
一
弱
《
一
一

一

４
５

１
２

１
６

３
，
一

８
７
一

一
一

：
釧
一
帥
”

１
－
６

〃
－
９

８
－
７

7,446i 7,422i 24
→…-～･ず‘一一一二一 －－丁---" ′…一一

7，353 1 7，3281 25

6,733

や
‐
ｆ
０
ｒ
５
Ｐ
ｏ
３
凸
ｐ
ｑ
９
■

■ ●

6,701
■

グ
ゲ
〃
七
㎡
Ｊ
咄

I 32

．0.13
｡ P十●一口‘マゥ今苧一一－一一

0.10
ー一”"

６
－
７

Ｍ
一
Ｍ

１
９
ｑ
一

0.11

0.28

0.32

0.46

0.32

0.34
5 " ゲロ巻画.F 可ウ ヴーー, 6－－

0．48

簡

裁

昭和55年

60
－マ0 －･写師 『空い ･△△一一寺一

平成2年

強み◇~L四・｡G●P 司律一一一

7

12

17

‐22
－－－F一今" 丘q芋 一安4－年一

27

､28
辛一凸司 『召 晶キー■●守…Lｰ－ 6内 ･グー■＝一

29

30．
9

，"鐸一戸章一"『 わ｡弔辛P－－－－

令和元年

102,282 102,062

109,497 109,160

80,899 80,7.19

78,589 78,350
● ■

93j248
６
５
甲
◇
ｅ
“
●

Ｌ
ｐ
ｐ
Ｂ
〃
紐
匹
Ｊ
ｐ
ｇ
■
■
エ

92,816

103,582 102,912

82,101 81,224

78,880 77,685

75,026

72,053

Ｉ
Ｉ
１
ｆ
８
ｆ
び
５
＄

ｒ

４

Ｊ

ど

け

ｌ

り

◆

４

73,831
一手や今酔¥

71,056

69,809 68,848

67）186 66,的6

54 166

45 292

29 151

23 216

17
夕 ①

415

17 653

20 857

20 1;175

P●rr －｡一令PG一5

随
一
”

1,179.

970
■ ■

28 933

45 1,045
Ｌ
６
。
●
●
。
、
“
９
ｐ
０
０
ｑ
４

0.05 0.22.

0.04 ｒ
ザ
ａ
Ｐ
ｑ
Ｅ

0.31

0.04 0.22

0.03 030

0.02 0．46

0．02 0.65

0.02 1､07.

0‘03 1.51

0.02 1.59

0.04 1.38

0－04 1.38

0．07 1.62

11,958 11,949
ｒ
＆
多
寸

凶

尹

０

分

ご

ｑ

４

も

ｆ

■

9 0.08

12,635
両 。

12,623 12 0.09

9,555
● ■

巳 ■

9,550 5 0．05

9,552

10,179

･9,546
－－－－の－~●－－

10,169

8,631
。

〃

む

ら

Ｕ

１
１
１

8,621

6j679 6,662

6
●

緋二一●一－－－＝

皿
一
皿

ニ ウ

17

0.06
一 ・一－一一一③▲－ー一一◆~~

'0．10

0.12
■ ずザ◇ グざ一二一凸…･一ー凸－－－

0:25

5,610 5,595 ●
◆ 15 0.27

5,142
←一－一.－

4,899

.-4,796

5,118

4,887

4,784

毛 少 で ､－－ウー

24
－

12
F"－ー､ ザウタ●､ 毎pCや－℃一一

． 12

、

や
。
◆
１
９
ｂ
ａ
ｒ

６
１
９
１

0.47

0.24

0.25

4,453 4,432 21 0．47

昭和55年

０
－
岬
－
７
Ｊ

輪
一
一

◆
■
４
．
４
４
必
ｇ
ろ
“
し
－
０
・
Ｒ
０
’
ｆ
，
●
０
‐
も
’
’
１
吟
●
，
０

22
！
’

e一一ゆ－－

27

●一

●
！
●
０
．
岸

地
裁

一宇､ザ

28

一
一
年

期
一
洲
一
・
元
．

一
一
一
一
和

一
一
令

‐
自
令
１
６
．
‐
‐
‐
‐
’
味
．
‘
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
●
‘
‘
』
‐
’
皿
‘
‐
‘
‐
，
，
’
‘
‘
‘
，
‐
ら
●
，
，
，
，
●
●
，
心
も
‐

25,339
１
１
Ｉ

25,461
ー■■一

22,856
｡ ･やｰbe一－

15,860

515,11
－や－

22,1.17
１
１622,23

…■甲

,558
●

一一~●や甲やaや◆

,906

５
－
８

２
》
１ゅ

‐－ー毎 ▼一－一

湘
而
伽
一

５
－
５
－
４
－

１
－
１
－
１
－

の幸 』

Q●ず③

酢 の 自今0

14,036
. .. .-,？ .－_倉.一一….

12,861

14,301
一＝･ヤ

一

ｇ
Ｐ
Ｆ
ｐ
■
Ｐ

413,05

22,768

15,753
-胡 .今 〆寺マー－－牢･･－▽知

15,006

25，3841
－－÷

18,691･ 1

16
0

一唖一宇凸～一一ﾛ 年◇ 幸

‘17

15,081

づ－

14，044

－－."･o---・ヘーッーv－ヰザ‘ "ト､･･吟一・・・

9，977 1
-, ､･ ず－『 凸一

．幻・ロゥ一つ写す一一毎＊凸･赤ｸ"

9，9651
－．－－－…－－．－~｡.､4，

、

－

12
１
１
ａ
■
■
ｑ
４
ｄ
ｌ

0,22
・ 9

一一一一一ヮ一十◇ ず一やF＝』 もー‐一＝

0.12

0．08
吟』戸両争』 F…■ ' 一一一●毎一～一一一

0．08

0.12
'－－今ﾏ。 四 ． ．



第19表差押.記録命令付差押･捜索(許可）状･検証許可状の請求と発付等（昭和55, 60年，平成2, :7, 12, 17, 22, 27~令和元年）一簡裁･地裁
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第20表勾留請求と勾留状の発付等
(昭和55, .60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 27～令和元年）一簡裁・地裁
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第21表通常第一審における勾留，保釈請求,保釈人員及びその割合
ザ不ロbb， 60生 言和元年） ．一簡謁

2 「勾留状が発付された人員」 とは,第一審において受理時に既に勾留されていた人員及び受理後,終局前に新たに
勾留状が発付された人員をいう。

3．保釈が請求された人員にほ，同一被告人に対して時を異にして保釈の請求があったときはその都度1人とじて計上
した。

4勾留率は，新受人員のうち勾留状が発付された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
5保釈率はj勾留状が発付された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
6保釈許可率は，保釈が請求された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する6
7令和元年は速報値である。
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第22表準抗告事件の処理状況 （平成22年～令和元年）一地裁

(注） 延べ人員であり，令和元年の数値は速報値である。
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1 実人員である。

2 1人で複数の終局区分があ葎場合にはj･最も左にある区分のみに計上した。 ．、 、
3 「その他｣.は，入院・通院の申立て以外の申立てにおける却下（法51条2項,法56条2項及び61条2項）のほか，移送や取下げである。

4令和元年の数値は速報値である。
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